




 

長期療育を必要とする心身障害児に対して医療従事者と,その小児を取りまく関連の機関,

職種の人々との間でお互いにどのように協力すべきかを主題にして検討が行われてきた。

現実に測した協力体制を組むためには必要とする情報が随時交換できることが望ましい。

本研究グループは医療機関が果すべき役割りと,家庭や医療機関に医療例が要望すること

を明らかにした上でお互いの協力のシステム作りを目的としてきた。 

 本研究の最終年にあたり,各論は各協力者の報告にゆずり,総括的にまとめておく。 

 医療機関から親や関連機関に要望されることは, 

 1)日常生活における保健,医療に関する情報の提供 

 2)発作,行動異常などに対する投薬等の有効無効の判定に関連する情報 

 3)無知や誤った判断で健康や治療上の支障を生じないこと。 

などである。そのためには,医療側から要望すべきことを明示しておくことが必要と思われ

る。投与薬剤の有効性に関する医療機関,親,教育現場の評価の異同に関する成績や,てんか

んに対する教育,保育の現場にある人達の認識の程度などについてのアンケート成績など

は,おそらく医療担当者にとってはかなり重大な結果であり,医療側から生活現場にいる人

達に積極的に情報と要望を提供する必要があることを示している。 


